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業務改善助成金の活用状況・省力化投資の実績について

令和８年４月６日 第２回賃上げに向けた中小企業等の活力向上に関する
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業務改善助成金の活用状況について
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2025年4月1日～2026年１月31日の間の、業務改善助成金の交付決定件数は以下のとおり。

省力化投資の実績額は約417億円。

飲食業 3,189 

中小製造業 1,672 

食品製造業 1,102 

小売業 2,395 

介護・福祉

1,827 

医療

1,441 

生活関連サービス業（理容業、

美容業、クリーニング業、冠婚

葬祭業） 1,407 

建設業 1,080 

農林水産業 976 

その他サービス業（自

動車整備業、ビルメン

テナンス業、警備業）

452 

宿泊業 309 

運輸業 176 

保育 31 

その他 2,689

省力化投資の実績額：約 417億円
（補足）「省力化投資の実績額」は事業者が補助事業申請時に事業総額として記載した金額を指す。

（補足）中小製造業の交付決定件数は日本標準産業分類（令和５年総務省告示）における「大分類 E 製造業」から「中分類 09 食料品製造業」及び

「中分類 10 飲料・たばこ・飼料製造業」を除いて集計。

n=18,746
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（参考）



【参考】令和8年度当初予算案における「賃上げ」支援助成金パッケージ

キャリアアップ助成金（正社員化コース・賃金規定等改定コース）
【554億円】

①非正規雇用労働者を正社員転換し、従前よりも賃金を３％以上増加させた場
合（正社員化コース）、②非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定を３％
以上増額改定し、その規定を適用した場合（賃金規定等改定コース）に助成
➣正社員化コースにつき、非正規雇用労働者に係る情報開示を新たに行った場合
の加算措置の創設

人材確保等支援助成金（雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

【18億円 】
雇用管理改善につながる制度等（賃金規定・人事評価制度や職場内の雇

用環境の整備等）を導入し、離職率低下を実現した事業主に対して助成

➢ 対象労働者の賃金を５％以上増加させた場合の加算に加え、 ①雇用環境を

整備し対象労働者の賃金を７％以上増加させた場合の加算、②雇用管理に

困難を抱える事業所が対象労働者の賃金を３％以上増加させた場合の加算

を新設

業務改善助成金 【21億円】
※令和７年度補正予算額352億円

最低賃金の引上げに対応するため、事業場内最低賃金を一定額以上引き上
げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資などに
かかった費用の一部を助成
➢ 助成率の区分を見直し、賃金引上げ額を３コース制に再編、募集時期
の重点化、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事
業場から事業場内最低賃金が令和８年度地域別最低賃金未満の事業場
に対象を拡充

人材開発支援助成金（人材育成支援コース・人への投資促進コース
・事業展開等リスキリング支援コース） 【533億円】

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等
を実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等助成
➢ 事業展開等リスキリング支援コースにつき、訓練修了後、労働者が訓練
によって得た知識及び技能を活用し生産性向上を図ることのできる機
器・設備等を購入した場合に助成（中小企業のみ対象）

生産性向上（設備・人への投資等）への支援 非正規雇用労働者の処遇改善
拡充

生産性向上（設備・人への投資等）や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、
労働市場全体の「賃上げ」を支援。 （※下線部＝Ｒ８当初予算案における拡充部分）

拡充

より高い処遇への労働移動等への支援

早期再就職支援等助成金（中途採用拡大コース）【10億円 】

賃金上昇を伴う中途採用者の雇用拡大を図る事業主に助成
➢ 中途採用を拡大し、雇入れた中途採用者の賃金を、雇入れ前の賃金と比較し
て５％以上上昇させた場合に助成するほか、生産性の向上や会社全体の賃金
の底上げに取り組む場合に加算措置を実施

拡充

25.12.17
更新

働き方改革推進支援助成金 【101億円】

労働時間削減等に向けた環境整備のために外部専門家のコンサルティ
ング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、改善の成
果を上げた場合に助成
➣ 小規模の企業における賃上げ支援を強化するため、対象労働者の現行の
賃金額を５％又は７％増加させた場合の加算額を拡充

拡充

拡充

拡充

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース）【9.5億円 】

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた者を早期に雇い入れたうえで、
賃金を雇入れ前と比較して５％以上上昇させた事業主に助成

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）【１億円 】

在籍型出向を活用して労働者のスキルアップを行うとともに、出向復帰後の
賃金を出向前と比較して５％以上上昇させた場合に、出向元事業主及び出向先
事業主に対し助成



生産性向上に資する設備投資などを実施し業務改善を行うととも
に、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業・小規模事
業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成する。

２ 事業の概要・スキーム等

最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内最低賃金（事業場内で最も低い時間給）の引上げに取り組む中
小企業・小規模事業者の生産性向上に向けて支援する。

１ 事業の目的

業務改善助成金

令和８年度当初予算案 21億円（15億円）※（）内は前年度当初予算額

※令和７年度補正予算額 352億円

賃金
引上げ

設備投資等に要した
費用の一部を助成設備投資等

【事業概要】

厚生労働省（都道府県労働局） 中小企業等
申請

助成

【助成率】

【対象事業場】

事業場内最低賃金が、令和８年度地域別最低賃金未満であること

３ 実施主体等 ４ 事業実績

◆ 支給件数：17,616件
※ 令和6年度実績

事業場内最低賃金
1,050円未満

事業場内最低賃金
1,050円以上

4/5 3/4

【見直し内容】

・助成率の区分を見直し、４コース制（30円,45円,60円,90円）の賃金の
賃金引上げ額を３コース制（50円,70円,90円）に再編

・募集時期を令和８年９月１日から令和８年度地域別最低賃金の発効日の
前日まで又は同年11月末日までのいずれか早い日に重点化

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場から、
事業場内最低賃金が令和８年度地域別最低賃金未満の事業場に対象を拡充

労働基準局賃金課（内線5348）

【助成上限額】

※1 引上げ労働者数10人以上の上限額は一定の要件を満たした場合に適用
※2 「引上げ額」欄の( )は事業場規模30人未満

（単位：万円）

引き上げる
労働者数

引上げ額

50円 70円 90円

1人 30(40) 40(50) 90(100)

2～3人 40(70) 50(100) 150(240)

4～5人 70 130 270

6～7人 90 180 360

8人以上 110 230 450

10人以上（※） 130 300 600
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